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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。 

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自平成17年 
１月１日 

至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 

至平成18年 
６月30日 

自平成19年 
１月１日 

至平成19年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 

至平成17年 
12月31日 

自平成18年 
１月１日 

至平成18年 
12月31日 

(1）連結経営指標等          

売上高（百万円） 59,180 57,627 56,038 122,775 120,445 

経常利益（百万円） 2,337 2,029 910 5,372 5,426 

中間（当期）純利益（百万円） 1,412 2,520 1,039 3,148 4,726 

純資産額（百万円） 50,545 54,761 57,107 53,721 56,575 

総資産額（百万円） 90,468 94,295 101,026 94,910 97,525 

１株当たり純資産額（円） 683.44 740.50 772.35 725.57 765.09 

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円） 
19.10 34.08 14.06 41.72 63.91 

潜在株式調整後１株当たり中間 

（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 55.9 58.1 56.5 56.6 58.0 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△3,464 △5,742 △2,459 5,040 4,564 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△4,960 △4,206 1,822 △5,046 △956 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△744 △887 △814 △749 △1,337 

現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高（百万円） 
19,678 17,294 28,984 28,126 30,427 

従業員数 

（外書、平均臨時雇用者数）

（人） 

1,373 

(544) 

1,355 

(612) 

1,348 

(595) 

1,347 

(552) 

1,330 

(597) 



 （注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自平成17年 
１月１日 

至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 

至平成18年 
６月30日 

自平成19年 
１月１日 

至平成19年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 

至平成17年 
12月31日 

自平成18年 
１月１日 

至平成18年 
12月31日 

(2）提出会社の経営指標等          

売上高（百万円） 53,702 51,922 49,881 110,414 107,841 

経常利益（百万円） 2,314 2,248 860 4,536 4,873 

中間（当期）純利益（百万円） 1,071 1,018 568 2,131 2,827 

資本金（百万円） 13,056 13,056 13,056 13,056 13,056 

発行済株式総数（千株） 78,750 78,750 78,750 78,750 78,750 

純資産額（百万円） 54,271 56,186 57,368 56,688 57,461 

総資産額（百万円） 88,536 89,663 94,348 90,892 90,852 

１株当たり配当金（円） － 6.00 7.00 12.00 17.00 

自己資本比率（％） 61.3 62.7 60.8 62.4 63.2 

従業員数 

（外書、平均臨時雇用者数） 

（人） 

847 

(487) 

851 

(524) 

852 

(504) 

837 

(489) 

829 

(522) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、連結子会社の東北カルピスビバレッジ株式会社は清算結了し、連結の範囲より除外

されました。また、連結子会社の西武商事㈱は、平成19年１月１日付でカルピスベンディングサービス㈱に商号変更

しました。 

 持分法適用関連会社のカルピス味の素ダノン株式会社は株式の売却にともない、当期首より持分法適用除外となり

ました。また、持分法を適用していない関連会社のパンピー食品㈱は、株式売却に伴い関連会社から外れました。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業従業員数であります。 

２．臨時雇用者数は、（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外書で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、就業従業員数であります。 

２．臨時雇用者数は、（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外書で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループにおいては、当社および国内連結子会社１社で労働組合が組織されております。 

 なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  平成19年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

飲料・健康機能性食品 1,240 (536) 

食品その他 108 (59) 

合計 1,348 (595) 

  平成19年６月30日現在

従業員数(人） 852 (504) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加、また雇用環境にも改善がみられ

る等、緩やかながらも景気の回復基調が継続しています。 

 しかしながら飲料業界におきましては、前連結会計年度に引続き、原油の高騰など原材料価格の上昇が企業収益

を圧迫するなど、依然として厳しい経営環境が続いています。 

 このような状況のもと、当社グループは当中間連結会計期間において、主力の乳性飲料を中心にブランドの育成

に向けた積極的なマーケティング投資を行うと共に、健康機能性飲料・食品においても主力商品「アミールＳ」の

リニューアルなどを行い販売強化に努めました。 

 また、平成18年２月にスタートした全社業務改革プロジェクト“KAKUSHIN-7”による、全社の業務プロセスの見

直しを推し進めました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は560億3千8百万円、前中間連結会計期間比2.8％減となり、営業利益

は7億7千9百万円、前中間連結会計期間比61.2％減、経常利益は9億1千万円、前中間連結会計期間比55.1％減、中

間純利益は10億3千9百万円、前中間連結会計期間比58.8％減となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（飲料・健康機能性食品事業） 

 飲料・健康機能性食品セグメントの売上高は495億6千7百万円（前中間連結会計期間比4.1％減）、営業利益は

2億8千万円（前中間連結会計期間比80.6％減）となりました。主力商品「カルピスウォーター」を中心とした乳

性ストレート飲料やナチュラルミネラルウォーター「evian（エビアン）」が大幅に売上高を伸ばしましたが、

「ほっとレモン」など冬用ホット飲料が苦戦し、売上高は前中間連結会計期間を下回りました。 

①コンク飲料 

 コンク飲料の売上高は、91億2千3百万円（前中間連結会計期間比8.1％減）となりました。 

 主力商品である「カルピス」は、前期に引続き「カルピス」ステーションなど販促活動に努めると共に、当

期より乳酸菌飲料としての健康価値を訴求した新たなプロモーションを展開することで一定の評価を得ること

ができましたが、売上高は前中間連結会計期間を下回りました。「カルピス」の健康価値訴求は、下期も継続

して行うことで市場への定着を図ってまいります。 

 “「カルピス」フルーツ”は、“「カルピス」スイートスイーツマンゴー”などの期間限定品が好調に推移

したものの、“「カルピス」フルーツみかん”などの通年品が苦戦し、売上高は前中間連結会計期間を下回り

ました。 

 また、“飲むりんご酢＆「カルピス」”や、ギフト商品“THE VINEGARS（ザ・ビネガーズ）”は、取扱店率

も向上し市場へも定着しつつありますが、売上高は前中間連結会計期間をやや下回りました。 

②乳性ストレート飲料 

 乳性ストレート飲料の売上高は、215億6千7百万円（前中間連結会計期間比1.4％増）となりました。 

 「カルピスウォーター」「カルピスソーダ」を中心とした乳性ストレート飲料は、前中間連結会計期間に引

続き、人気女優“長澤まさみ”を起用したTVCMなど積極的な広告展開を行うと共に、景品付きキャンペーンを

実施した結果、売上高は大幅に伸長しました。 

③その他ストレート飲料 

  その他ストレート飲料の売上高は、167億1千4百万円（前中間連結会計期間比2.6％減）となりました。 

 ナチュラルミネラルウォーター「evian（エビアン）」や果汁飲料「Welch's（ウェルチ）」などの国際ブラ

ンド商品につきましては、順調に売上を伸ばしました。特に「evian（エビアン）」については、ミネラルバ

ランスを訴求したTVCMなど積極的なプロモーションが功を奏し、大幅に伸長しました。 

 しかし記録的な暖冬により、「ほっとレモン」をはじめとする冬用ホット飲料の売上高は前中間連結会計期

間を大幅に下回りました。 



    海外事業につきましては、タイでは前中間連結会計期間に引続き缶コーヒー“Birdy”が着実に伸長し、売

上に貢献しました。インドネシアでは「『CALPICO』mini」が市場のニーズにマッチし、順調に推移していま

す。台湾ではコンク飲料について家庭用だけでなく業務用チャネルへの拡大が功を奏し、極めて好調に推移し

ました。 

 また、ベトナムホーチミン市に駐在員事務所を開設し、缶コーヒー２品種のテスト販売を開始しました。  

④健康機能性飲料・食品 

  健康機能性飲料・食品の売上高は、競合の激化などに加え、平成18年９月にチルド飲料の販売を中止したこ

とが影響し、21億6千2百万円（前中間連結会計期間比34.8％減）となりました。 

 血圧調整作用を有する「カルピス酸乳/アミールＳ」（特定保健用食品）は、新製品の「アミールＳ」1Lサ

イズの販売や積極的なプロモーション活動により、前中間連結会計期間を上回りました。 

 血糖値上昇抑制作用を有する「健茶王」（特定保健用食品）は、“生活習慣飲料”を切り口に「アミール

Ｓ」と連動したプロモーションを展開するなど拡販に努めましたが、特定保健用食品健康茶の競合状況が激化

し、前中間連結会計期間を下回りました。 

 また、乳酸菌「Ｌ－92」菌を活用した「インターバランスＬ－92」は、消費者の飲食品での花粉症対処意識

が低下したことと、それにあわせた売り場縮小により、売上は前中間連結会計期間を大幅に下回りました。 

 海外事業につきましては、米国では健康・機能性食品「ameal bp（アミールビーピー）」の大手ドラッグス

トアチェーンへの導入が決定し、下期からの売上増が期待されます。 

    

（食品その他事業） 

 食品その他セグメントの売上高は64億8千5百万円（前中間連結会計期間比8.9％増）、営業利益は4億9千8百万

円（前中間連結会計期間比11.9％減）となりました。 

①食 品 

  食品の売上高は、バター、クリームの売上増により乳製品が増収となり、48億1千8百万円（前中間連結会計

期間比9.4％増）となりました。 

②微生物活用事業 

  微生物活用事業の売上高は、9億2千3百万円（前中間連結会計期間比28.1％増）となりました。 

 「カルスポリン」を中心とした畜産用生菌剤につきましては、前期より開始した世界最大手の食肉加工メー

カーであるタイソン・フーズ社との取引が順調に推移すると共に、国内でも新規取引が開始するなど売上を拡

大しました。 

③その他事業 

  不動産賃貸収入をはじめとするその他事業の売上高は、7億2千9百万円（前中間連結会計期間比12.4％減）

となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ、32億8千3百万円増加し、24億5千9百万円の

支出となりました。 

 営業キャッシュ・フローが増加した主な要因は、当中間連結会計期間の末日が銀行休業日であったため、仕入債

務が未決済となったことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入24億8千2百万円、投資有価証券等売却による

収入9億1千5百万円、固定資産の取得による支出14億9千1百万円などの差し引きの結果、18億2千2百万円の収入と

なりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより8億1千4百万円の支出となりました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ14億4

千3百万円減少し、289億8千4百万円となりました。 



２【生産、受注および販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 当社グループは、受注生産は行っておりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については相殺消去しております。 

２．主な相手先の販売実績および総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

    なお、上記金額には、連結子会社への販売金額は含まれておりません。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメント名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

飲料・健康機能性食品事業 47,199 100.1 

食品その他事業 1,516 113.9 

合計 48,715 100.4 

事業の種類別セグメント名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

飲料・健康機能性食品事業 49,567 95.9 

食品その他事業 6,470 108.6 

合計 56,038 97.2 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

味の素株式会社 38,810 67.3 37,251 66.5 



３【対処すべき課題】 

 当社は、味の素株式会社（以下「味の素㈱」といいます。）との株式交換契約の締結に伴い、平成19年10月１日よ

り味の素㈱の完全子会社となります。 

 近年両社の属する食品業界を取り巻く経営環境は、国内外とも大きく変化しており、従来にも増して消費者へ付加

価値の高い製品・サービスを提供することが求められています。 

 こうした環境の下、味の素㈱は、グループの中長期経営計画「A-dvance 10」において、健康事業を成長の柱の一

つに掲げています。当社は、完全子会社化を通じて、当社が持つ健康イメージのあるブランド、飲料事業基盤および

乳酸菌・微生物活用技術により、更なる味の素グループの健康事業の拡大に貢献していきます。 

 また、当社は、「乳性飲料」と「健康機能性飲料・食品」のグローバルな展開による付加価値型企業の実現を目標

に、企業価値の向上を目指しています。こうした中、味の素㈱との資本関係強化によって、味の素㈱の事業基盤をこ

れまで以上に活用することが可能となり、当社の更なる成長に資すると考えています。 

 両社は長年の信頼関係を背景として、今回の株式交換により、長期ビジョン・戦略の共有化を行い経営の意思決定

をスピードアップするとともに、効果的に両社の経営資源を戦略分野に投入していくことが可能になります。さらに

両社は、アミノ酸・乳酸菌等微生物活用技術およびその他経営資源を統合・活用していくことで健康価値のある製

品・サービスの提供を拡大、加速していきます。また、広く海外への展開も視野に入れ、お客様の“食”と“健康”

に貢献する企業グループを目指します。 

 なお、本株式交換により、両社は以下のようなシナジーを想定しています。 

 ①健康・機能性分野での協業 

 ②海外事業での協業 

 ③研究開発 

 ④「カルピス」ブランドの活用 

 ⑤カルピス㈱既存事業の強化 

 ⑥統合による共通経費削減 

これらのシナジーの早期実現に向け、両社によるCA委員会を設置し、検討を進めていきます。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当社は、平成19年６月11日開催の取締役会において、平成19年10月１日をもって、味の素株式会社（以下「味の素

㈱」といいます。）を株式交換完全親会社とし、当社を味の素㈱の株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本

株式交換」といいます。）を行うことを決議し、平成19年６月11日付で株式交換契約を締結いたしました。 

 当該株式交換契約は、平成19年８月29日開催の当社の臨時株主総会（株式交換承認株主総会）において承認可決さ

れました。 

 本株式交換による完全子会社化に伴い、当社株式は取引所の規程により平成19年９月25日に上場廃止となりまし

た。 

（1）当該株式交換の目的 

 近年両社の属する食品業界を取り巻く経営環境は、国内外とも大きく変化しており、従来にも増して消費者へ付

加価値の高い商品・サービスを提供することが求められています。 

 こうした環境の下、味の素㈱は、グループの中長期経営計画「A-dvance 10」において、健康事業を成長の柱の一

つに掲げています。本件を通じて、当社が持つ健康イメージのあるブランド、飲料事業基盤および乳酸菌・微生物

活用技術を取り込むことにより、更なる味の素グループの健康事業の拡大を目指していきます。 

 一方、当社は、「乳性飲料」と「健康機能性飲料・食品」のグローバルな展開による付加価値型企業の実現を目

標に、企業価値の向上を目指しています。こうした中、当社は、味の素㈱との資本関係強化によって、味の素㈱の

事業基盤をこれまで以上に活用することが可能となり、当社の更なる成長に資すると考えています。 

 両社は長年の信頼関係を背景として、今回の株式交換により、長期ビジョン・戦略の共有化を行い経営の意思決

定をスピードアップするとともに、効果的に両社の経営資源を戦略分野に投入していくことが可能になります。さ

らに両社は、アミノ酸・乳酸菌等微生物活用技術およびその他経営資源を統合・活用していくことで健康価値のあ

る製品・サービスの提供を拡大、加速していきます。また、広く海外への展開も視野に入れ、お客様の“食”と

“健康”に貢献する企業グループを目指します。 



（2）当該株式交換の方法 

 平成19年６月11日に締結した株式交換契約に基づき、本株式交換の効力発生日である平成19年10月１日をもっ

て、当社の株主が有する当社の普通株式を味の素㈱が取得し、当社の株主（味の素㈱を除く。）は、味の素㈱の普

通株式の割当てを受け、味の素㈱の株主となります。割当てに際しては、味の素㈱の保有する自己株式1,500,000株

および本株式交換に際して味の素㈱が発行する新株式が交付されます。これにより、当社は味の素㈱の完全子会社

となります。 

（3）当社の普通株式１株に割り当てられる味の素㈱の普通株式の数（株式交換比率） 

 当社の普通株式１株に対して、味の素㈱の普通株式0.95株を割り当てます。ただし、味の素㈱が有する当社の普

通株式19,672,750株については、本株式交換による割当てを行いません。 

（4）株式交換比率の算定根拠 

 ①算定の基礎と経緯 

 本株式交換の株式交換比率については、その公正性を担保するための手続きの一環として、両社が個別に第

三者機関に株式交換比率の算定について専門家としての意見を求めることとし、味の素㈱はＪＰモルガン証券

株式会社（以下「ＪＰモルガン」といいます。）に、当社はドイツ証券株式会社（以下「ドイツ証券」といい

ます。）に、それぞれ株式交換比率の算定を依頼しております。 

 味の素㈱がＪＰモルガンより提出を受けた算定結果（注）は、ＪＰモルガンが両社の株式について、市場株

価平均法およびディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）により株式価値

の評価を行った結果に基づいています。ＪＰモルガンは参考として検討するために類似会社比較法による評価

も行っています。なお、市場株価平均法における市場株価の計算対象期間としては、平成19年６月６日を基準

日とし、基準日までの直近６ヶ月間、直近３ヶ月間および直近１ヶ月間を採用し、当該期間の平均株価（終値

単純平均）を用いて両社の株式価値の評価を行っています。また、ＤＣＦ法による評価において前提としたＪ

Ｐモルガンが両社から提示を受けた将来計画においては大幅な増減益は見込まれておりません。なお、ＤＣＦ

法を用いた価値算定において、ＪＰモルガンは当社の一部の保有資産の価値も加味した評価を行っています。

ＪＰモルガンは、両社の株式価値評価の結果、当社株式１株に対する味の素㈱株式の割当株数について、市場

株価平均法では0.71株～0.77株、ＤＣＦ法では0.77株～1.13株と算定し、その算定結果を味の素㈱に提出しま

した。 

 当社がドイツ証券より提出を受けた算定結果（注）は、ドイツ証券が両社の株式について、市場株価平均法

およびＤＣＦ法により株式価値の評価を行った結果に基づいています。ドイツ証券は参考として検討するため

に類似会社比較法および貢献度分析による評価も行っています。なお、市場株価平均法における市場株価の計

算対象期間としては、平成19年６月６日を基準日とし、基準日までの直近６ヶ月間、直近３ヶ月間、直近１ヶ

月間、平成19年５月12日（味の素㈱の平成19年３月期決算発表日の翌営業日）以降および基準日当日を採用

し、当該期間の平均株価（出来高加重平均価格）を用いて両社の株式価値の評価を行っています。また、ＤＣ

Ｆ法による評価において前提としたドイツ証券が両社から提示を受けた将来計画においては大幅な増減益は見

込まれておりません。なお、ＤＣＦ法を用いた価値算定において、ドイツ証券は当社および味の素㈱の一部の

保有資産の価値も加味した評価を行っています。ドイツ証券は、両社の株式価値評価の結果、当社株式１株に

対する味の素㈱株式の割当株数について、市場株価平均法では0.71株～0.78株、ＤＣＦ法では0.70株～0.98株

と算定し、その算定結果をカルピス㈱に提出しました。 

  （注）ＪＰモルガンおよびドイツ証券（以下、それぞれ「算定機関」といいます。）による算定結果は、そ

れぞれ株式交換比率の算定に関して両社から提供を受けた情報および公開情報に依拠し、それらが正確かつ完

全であることを前提としたものであり、算定機関はいずれもその正確性や完全性について独自の検証を行って

おりません。また、株式交換比率の算定に重大な影響を与える可能性がある事実で算定機関に対して未開示の

事実はないことが前提とされております。算定機関は、いかなる資産および負債（偶発債務を含みます。）に

ついての評価または査定も行っておりません。また主要な不動産に関する調査報告書を除いては、そのような

評価または査定の提出も受けておりません。算定機関は、各社経営陣によって提出された財務分析および予測

ならびにシナジー予測に依拠するにあたっては、当該分析または予測が各社の経営陣による依拠時点において

考えられる最善の見積りと判断に基づいて合理的に作成されていることを前提としております。 

 以上による算定機関の本株式交換に関する株式交換比率の算定結果は、平成19年６月６日までに算定機関が

入手した情報および同日現在における経済条件、市場の状況を反映したものであります。また、かかる算定結

果は、味の素㈱または当社の取締役会が株式交換比率を検討するにあたり情報提供の目的で提供されたもので



あり、味の素㈱や当社の普通株式を保有する株主が本株式交換に関しどのように議決権を行使すべきかを推奨

するものではありません。 

 また、当社は、本株式交換契約の相手方である味の素㈱が契約締結時において既に当社の大株主であること

などを考慮し、当社一般株主の利益保護の観点から、当社取締役会の諮問機関として、社外監査役１名および

外部専門家２名（内藤加代子弁護士、内山晃一公認会計士）の計３名から成る独立評価委員会を設置し、株式

交換比率の合理性について諮問しました。独立評価委員会は、当社がドイツ証券から提出を受けた上記の株式

交換比率の算定結果等、当社の提供にかかる諸々の資料を検討し、それらの資料に含まれる情報が正確かつ完

全であり、また当該情報以外の株式交換比率の算定に重大な影響を与える事項が存在しないこと等を前提とし

て審理した結果、本件の株式交換比率は当社にとって財務的に合理的な範囲にあるものである旨を当社取締役

会に回答しました。 

 両社は、それぞれ第三者機関から提出を受けた株式交換比率の算定結果（および当社に関しては独立評価委

員会の回答）を参考に、両社の財務状況、財務予測および市場株価の動向等の要因を勘案し、慎重に検討した

上で、交渉・協議を重ねました。その結果、両社は、それぞれ本株式交換比率は妥当であり、両社の株主の利

益に資するものであると判断し、平成19年６月11日に開催されたそれぞれの取締役会において本株式交換比率

に基づく本株式交換を決議し、同日両社間で株式交換契約を締結いたしました。 

 なお、当社の取締役会はドイツ証券より平成19年６月６日付にて、本株式交換比率が財務的見地から公正で

ある旨の意見書（以下「本意見書」といいます。）（注）を受領しております。 

 （注）ドイツ証券は、本意見書のために分析・検討の対象とした各種の情報が正確かつ完全であることを前

提としております。ドイツ証券は、各種の情報につき、その正確性や完全性について独自の調査を行っておら

ず、かつ、両社の資産または負債の独自の評価または査定を行っておりません。また、主要な不動産に関する

調査報告書を除いては、そのような評価または査定の提出も受けておりません。本株式交換によって達成され

ることが予測されているシナジー効果の分析および予測を含め、ドイツ証券に提供され、その分析に利用され

た財務予測については、両社の経営陣の依拠時点で入手可能な最善の予測および判断を反映したものであり、

かつ合理的に作成されたことを前提としております。本意見書は平成19年６月６日現在の経済、市場およびそ

の他条件、ならびに同日までにドイツ証券が入手した情報を前提としております。本意見書は、当社の取締役

会の便宜のために作成されたものであり、当社の株主に対して、本株式交換を承認することを勧奨するもので

はありません。ドイツ証券は、当社もしくはその関連会社への投資または本株式交換を勧奨する立場にはな

く、また勧奨しておりません。本意見書は、本株式交換比率の財務的見地からの公正性に関する意見のみを述

べるものであり、本株式交換の実行の是非について何ら意見を述べるものではありません。また、本意見書

は、本株式交換の発表後または完了後の味の素㈱または当社の株価について何ら意見を述べるものではありま

せん。 

 ただし、この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議に

より変更することがあります。 

 ②算定機関との関係  

ＪＰモルガンおよびドイツ証券はいずれも味の素㈱および当社の関連当事者には該当しません。 

（5）当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、およ

   び事業の内容 

商号            味の素株式会社 

本店の所在地  東京都中央区京橋一丁目15番１号 

代表者の氏名  取締役社長 山口 範雄 

資本金の額   79,863百万円 

事業の内容   調味料、加工食品、冷凍食品、油脂、コーヒー類、飲料、チルド乳製品、アミノ酸、甘味  

                料、化成品、医薬品、医療食品等の製造および販売ならびにその他の事業活動 



５【研究開発活動】 

 当社グループの研究開発活動は、飲料食品開発研究所、健康・機能性食品開発研究所の２研究所および飼料事業部

相模研究グループと、それらをサポートする研究戦略部の４部門で行っております。 

 飲料食品開発研究所では、お客様の視点やニーズを踏まえたスピーディな新製品開発、製品改定を行っています。

「カルピス」の研究で培った乳、乳酸菌を扱う技術を基盤に、「カルピスウォーター」などの乳性飲料の開発を行う

とともに、果汁飲料、茶系飲料、低アルコール飲料など、幅広い製品開発を行っております。さらにグローバルな飲

料事業展開を支援すべく、米国やアジア諸国に向けた製品開発や技術支援を行っております。 

 健康・機能性食品開発研究所では、時代の変化を先取りした、お客様の健康と生活の質（QOL）向上に役立つ製品

の開発を行っております。30年以上にわたる発酵乳や腸内フローラ（細菌叢）の研究をベースに、最先端の食品成分

機能性評価技術を取り入れた研究を行い、特定保健用食品をはじめとする科学的根拠に基づく製品の開発を行ってお

ります。「カルピス酸乳」の持つ生理機能については、血圧降下作用の他に血管内皮機能の改善効果および血管年齢

の若返り効果を見出し、研究成果を発表しました。また、LTPを含む機能性食品素材「AmealPeptide（アミールペプ

チド）」については、米国食品医薬品局（FDA）によるGRAS（Generally Recognized As Safe）の認証を得ることが

できました。その他、機能性乳酸菌である「Ｌ－92乳酸菌」の抗アレルギー効果の研究など、有用微生物の活用に取

り組んでおります。 

 飼料事業部相模研究グループは、微生物活用による家畜の腸内フローラ改善に着目することで、安全でおいしい畜

産物生産の為の畜産用生菌剤の開発に取り組んでおります。 

 当中間連結会計期間における当社グループの研究開発費用は7億1千1百万円、また特許の保有数は国内外合わせて

約560件です（出願中を含む）。 

（飲料・健康機能性食品事業） 

  時代とともに変化するお客様の多種多様なニーズに対応すべく、飲料食品開発研究所では止渇型・嗜好型飲料を、

健康・機能性食品開発研究所では健康機能性飲料・食品について、積極的に新製品の開発や現行製品の改定をしまし

た。 

  コンク飲料では、「カルピス」を改定し、より発酵乳の味わいを強めました。また、カロリーを意識する方向けに

60％のカロリーオフを実現した「『カルピス』ダイエット」や、期間限定「『カルピス』スイートスイーツ」シリー

ズの「マンゴー」や「旬な白桃」を、そしてお酢と「カルピス」を組み合わせた濃縮タイプの酢飲料「THE VINEGARS

／飲むお酢＆『カルピス』」シリーズなどを開発・改定しました。 

 乳性ストレート飲料では、当社創立90周年を機に「カルピス」に当社独自の乳酸菌で作った特別な乳酸菌飲料をブ

レンドした乳製品乳酸菌飲料（殺菌）「THE PREMIUM CALPIS」を開発しました。また、体の基礎代謝をサポートする

健康成分を配合した「DIETアミノカルピス」、などを開発・改定しました。低アルコール飲料では、糖質のバランス

を整えて更にさわやかな味に仕立てた「カルピスサワー」や、「カルピス」をリッチに使用し、「カルピス」を発

酵・蒸留してつくった“ミルクスピリッツ”で仕上げた「『カルピスサワー』プレミアムリッチ」などを開発・改定

しました。 

 その他ストレート飲料では、アミノ酸とアマゾンフルーツ（アサイー、カムカム、グァバ、ガラナ）を組み合わせ

たスポーツドリンク「『アミノバイタル』アマゾンウォーター」や、黒粳米や赤米などの５種の玄米を使用した「玄

米茶五米」、深い色合いと芳醇な香りが特長のダークスイートチェリーとグレープをブレンドした「『Welch's』ダ

ークスイートチェリーブレンド」などの開発・改定を行いました。 

 健康機能性飲料では、発売10周年を迎えて、風味を改良しパッケージをビンから利便性の高いペットボトルにした

血圧が高めの方に適した特定保健用食品「カルピス酸乳／アミールＳ」や、“食後の血糖値が気になる方に”適した

特定保健用食品の健康茶「健茶王」、「『健茶王』緑茶」などを開発・改定しました。 

 当中間連結会計期間に開発・改定した製品は、66アイテムとなりました。飲料・健康機能性食品事業での研究開発

費用は6億6千4百万円であります。  

（食品その他事業） 

 飲料食品開発研究所および健康・機能性食品開発研究所では、新製品の開発や既存品の改定に取組んでおります。

 食品その他（飼料事業含む）事業での研究開発費用は4千6百万円であります。  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）前連結会計年度末に計画中であった当社群馬工場における飼料添加物「カルスポリン」製造設備の増強工事は、

  平成19年３月に完了しております。 

(2）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画 

 当社は、群馬工場において生産効率の向上、固定費・材料費のコスト削減を図るため、当社として初めてアセプ

ティック製造ラインとペットボトル容器成型設備などを導入いたします。 

 また、群馬工場敷地内に物流倉庫を平成20年６月に新設し、東日本エリアの物流機能を増強いたします。 

 これに伴う設備の新設計画は次のとおりであります。 

(3）当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却の計画 

  当社は、全社レベルで生産・物流体制を見直すなかで、特に東日本エリアでの生産効率の向上を図るため、相 

模工場の生産機能を平成20年６月末までに群馬工場などへ順次移転・集約し、東日本エリア２工場、西日本エリア

１工場の３工場体制から、群馬・岡山の国内２工場体制に生産・物流体制を再構築いたします。 

 これに伴う相模工場における設備の除却の計画は次のとおりであります。 

（注）上記の資産については、当中間連結会計期間において９億６千１百万円の臨時償却費（工場閉鎖損失）を計上し 

   ており、帳簿価額は臨時償却後の価額を記載しております。 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定年月 
完了後の増
加能力 総額 

（百万円）
既支払額 
（百万円）

着手 完了 

カルピス㈱ 

群馬工場 

群馬県 

館林市 

飲料・健康 

機能性食品 

アセプティック 

製造ライン、 

ペットボトル容器

成型設備、 

物流倉庫 ほか 

7,000 － 自己資金  平成19年6月 平成20年6月 50％増加 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

中間連結会計期間末帳簿価額（百万円）
除却の予定 

年月日 機械装置 
及び運搬具

その他 合計 

カルピス㈱ 

相模工場 

神奈川県 

相模原市 

飲料・健康 

機能性食品 

飲料製造 

設備ほか  
25 0 25 平成20年6月  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 160,000,000 

計 160,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年９月27日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 78,750,000 78,750,000 

㈱東京証券取引所市場第

一部 

㈱大阪証券取引所市場第

一部 

－ 

計 78,750,000 78,750,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
 （千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円）

平成19年1月1日～ 

平成19年6月30日 
－ 78,750 － 13,056 － 9,897 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．財団法人三島海雲記念財団は、自然科学および人文科学に関する教育研究を援助奨励する目的をもって当社

元社長故三島海雲が私財を投じて設立した財団であります。 

２．自己株式（4,809,504株）は、議決権がないため上記の大株主から除外しております。 

  平成19年６月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

味の素株式会社 東京都中央区京橋1-15-1 19,672 24.98 

国分株式会社 東京都中央区日本橋1-1-1 3,419 4.34 

財団法人三島海雲記念財団 東京都渋谷区恵比寿西2-20-3 3,239 4.11 

みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口 
東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランド 

トリトンスクエアオフィスタワーＺ棟 
2,983 3.79 

清水建設株式会社 東京都港区芝浦1-2-3 2,315 2.94 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 1,650 2.10 

バンク オブ ニユ－ヨ－ク 

ジ－シ－エム クライアント 

アカウンツ イ－ アイエスジ－ 

（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ 

銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET  

LONDON EC4A 2-BB,UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内2-7-1決済事業

部内） 

1,447 1.84 

清和綜合建物株式会社 東京都港区芝大門1-1-23 1,425 1.81 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 1,250 1.59 

エ－ビ－エヌ アムロバンク 

エヌブイ ヨ－ロピアン ハブ 

（常任代理人 シティバンク銀行株式 

会社） 

GUSTAV MAHLERLAAN 10 1082 PP,  

AMSTERDAM, NETHERLANDS 

（東京都品川区東品川2-3-14） 

1,219 1.55 

合計 38,620 49.04 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

   （注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。 

また、「完全議決権株式（その他）」の「議決権の数」欄には、この株式に係る議決権の数1個は含まれて

おりません。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    4,809,000 － － 

完全議決権株式（その他） （注） 普通株式   73,705,000 73,704 － 

単元未満株式 普通株式     236,000 － 
１単元（1,000株）

未満の株式 

発行済株式総数 78,750,000 － － 

総株主の議決権 － 73,704 － 

  平成19年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式の
割合（％） 

（自己保有株式）          

カルピス㈱ 
東京都渋谷区 

恵比寿南2-4-1 
4,809,000 － 4,809,000 6.11 

計 － 4,809,000 － 4,809,000 6.11 

月別 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

高（円） 1,017 1,115 1,110 1,162 1,148 1,355 

低（円） 955 961 1,015 1,036 1,100 1,101 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

  当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日

まで）の中間連結財務諸表および前中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間財務諸表に

ついて、みすず監査法人および至誠監査法人により中間監査を受けております。   

 また、当中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間連結財務諸表および当中間会計

期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受

けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

1.現金及び預金     12,314     18,992     20,444  

2.受取手形及び売掛
金 

※１   27,517     27,566     24,673  

3.有価証券     9,998     9,993     9,995  

4.たな卸資産     5,281     6,626     3,385  

5.繰延税金資産     1,105     1,254     1,420  

6.その他     2,124     2,365     2,016  

7.貸倒引当金     △58     △33     △63  

流動資産合計     58,282 61.8   66,765 66.1   61,871 63.4 

Ⅱ 固定資産                    

1.有形固定資産                    

(1)建物及び構築物   27,546     25,480     27,695    

減価償却累計額   △14,730 12,815   △14,768 10,711   △15,174 12,520  

(2)機械装置及び運
搬具   31,627     30,891     30,399    

減価償却累計額   △25,300 6,327   △25,162 5,729   △24,158 6,241  

(3)工具器具備品   3,092     2,915     2,893    

減価償却累計額   △2,351 740   △2,251 663   △2,170 723  

(4)土地     5,509     5,421     5,509  

(5)建設仮勘定     0     110     47  

      25,393 26.9   22,635 22.4   25,042 25.7 

2.無形固定資産     1,237 1.3   1,692 1.7   1,455 1.5 

3.投資その他の資産                    

(1)投資有価証券   8,203     8,303     7,890    

(2)繰延税金資産   105     265     111    

(3)その他   1,072 9,381 10.0 1,364 9,933 9.8 1,153 9,155 9.4 

固定資産合計     36,012 38.2   34,261 33.9   35,653 36.6 

資産合計     94,295 100.0   101,026 100.0   97,525 100.0 

                     

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

1.買掛金     16,237     20,753     18,404  

2.短期借入金     2,440     2,440     2,440  

3.未払金     11,250     12,683     10,333  

4.未払法人税等     1,054     663     1,629  

5.賞与引当金     610     631     644  

6.役員賞与引当金     31     35     70  

7.その他     1,250     1,511     1,289  

流動負債合計     32,874 34.9   38,717 38.3   34,811 35.7 

 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債                    

1.退職給付引当金     2,552     1,837     2,114  

2.役員退職慰労引当
金     470     305     521  

3.持分法適用に伴う
負債     406     －     437  

4.繰延税金負債     2,946     2,730     2,765  

5.その他     282     327     299  

固定負債合計     6,659 7.0   5,201 5.2   6,138 6.3 

負債合計     39,533 41.9   43,919 43.5   40,950 42.0 

                     

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

  1.資本金     13,056 13.9   13,056 12.9   13,056 13.4 

  2.資本剰余金     9,898 10.5   9,898 9.8   9,898 10.1 

  3.利益剰余金     32,915 34.9   34,903 34.6   34,677 35.6 

  4.自己株式     △2,728 △2.9   △2,740 △2.7   △2,735 △2.8 

株主資本合計     53,142 56.4   55,118 54.6   54,898 56.3 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

 1.その他有価証券評価
差額金 

    2,317 2.4   2,391 2.3   2,234 2.3 

 2.為替換算調整勘定     △698 △0.7   △407 △0.4   △557 △0.6 

評価・換算差額等合計     1,619 1.7   1,984 1.9   1,676 1.7 

Ⅲ 少数株主持分     － －   5 0.0   － － 

純資産合計     54,761 58.1   57,107 56.5   56,575 58.0 

負債純資産合計     94,295 100.0   101,026 100.0   97,525 100.0 

                     



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     57,627 100.0   56,038 100.0   120,445 100.0 

Ⅱ 売上原価     28,948 50.2   28,073 50.1   60,131 49.9 

売上総利益     28,679 49.8   27,964 49.9   60,314 50.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費                    

1.拡売費   13,174     13,018     28,000    

2.運送費・保管料   2,651     2,654     5,434    

3.広告費   1,594     1,788     2,464    

4.給与手当 
※１ 
※２ 

4,718     4,835     9,492    

5.旅費交通費   282     288     613    

6.賃借料   1,442     1,446     2,813    

7.研究開発費   656     711     1,538    

8.その他 ※３ 2,149 26,670 46.3 2,441 27,185 48.5 4,595 54,952 45.6 

営業利益     2,008 3.5   779 1.4   5,361 4.5 

Ⅳ 営業外収益                    

1.受取利息   5     49     29    

2.受取配当金   54     63     83    

3.持分法による投資利益   －     51     －    

4.為替差益   －     10     8    

5.雑収入   80 141 0.2 80 254 0.5 104 225 0.1 

Ⅴ 営業外費用                    

1.支払利息   18     21     37    

2.為替差損   14     －     －    

3.持分法による投資損失   84     －     109    

4.たな卸資産廃棄損   －     92     －    

5.雑損失   3 120 0.2 8 123 0.3 13 160 0.1 

経常利益     2,029 3.5   910 1.6   5,426 4.5 

Ⅵ 特別利益                    

1.固定資産売却益 ※４ 2,615     859     2,615    

2.投資有価証券売却益   －     －     212    

3.関係会社株式売却益   －     1,273     －    

4.貸倒引当金戻入益   3 2,618 4.6 30 2,163 3.9 － 2,827 2.3 

Ⅶ 特別損失                    

1.固定資産売却損 ※５ 0     13     1    

2.固定資産除却損 ※６ 141     235     271    

3.投資有価証券評価損   12     37     12    

4.事業撤退損 ※７ －     －     90    

5.工場閉鎖損失 ※８ －     961     －    

6.統合費用 ※９ － 154 0.3 369 1,616 2.9 － 376 0.3 

税金等調整前中間（当
期）純利益     4,493 7.8   1,458 2.6   7,878 6.5 

法人税、住民税及び事業
税   930     544     2,359    

法人税等調整額   1,042 1,972 3.4 △131 413 0.7 792 3,152 2.6

少数株主利益     － －   5 0.0   － － 

中間（当期）純利益     2,520 4.4   1,039 1.9   4,726 3.9 

                     



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日 至平成19年６月30日） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

資本金 
資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計 

平成17年12月31日 残高 

（百万円） 
13,056 9,897 31,345 △2,727 51,572 2,887 △739 2,148 － 53,721 

中間連結会計期間中の変動額                    

剰余金の配当 

（百万円） 
    △887   △887         △887 

役員賞与の支給 

（百万円） 
    △63   △63         △63 

中間純利益 

（百万円） 
    2,520   2,520         2,520 

自己株式の処分 

（百万円） 
  0   0 1         1 

自己株式の取得 

（百万円） 
      △2 △2         △2 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

（百万円） 

          △570 41 △529   △529 

中間連結会計期間中の変動額 

合計 

（百万円） 

－ 0 1,570 △1 1,569 △570 41 △529 － 1,040 

平成18年６月30日 残高 

（百万円） 
13,056 9,898 32,915 △2,728 53,142 2,317 △698 1,619 － 54,761 

 

株主資本 評価・換算差額等 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

資本金 
資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計 

平成18年12月31日 残高 

（百万円） 
13,056 9,898 34,677 △2,735 54,898 2,234 △557 1,676 － 56,575 

中間連結会計期間中の変動額                    

剰余金の配当 

（百万円） 
    △813   △813         △813 

中間純利益 

（百万円） 
    1,039   1,039         1,039 

自己株式の取得 

（百万円） 
      △5 △5         △5 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

（百万円） 

          157 150 307 5 312 

中間連結会計期間中の変動額 

合計 

（百万円） 

－ － 225 △5 219 157 150 307 5 532 

平成19年６月30日 残高 

（百万円） 
13,056 9,898 34,903 △2,740 55,118 2,391 △407 1,984 5 57,107 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

 

株主資本 評価・換算差額等 

少数株主
持分 

純資産 
合計 

資本金 
資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式
株主資本
合計 

その他有
価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計 

平成17年12月31日 残高 

（百万円） 
13,056 9,897 31,345 △2,727 51,572 2,887 △739 2,148 － 53,721 

連結会計年度中の変動額                    

剰余金の配当 

（百万円） 
    △887   △887         △887 

剰余金の配当（中間配当） 

（百万円） 
    △443   △443         △443 

役員賞与の支給 

（百万円） 
    △63   △63         △63 

当期純利益 

（百万円） 
    4,726   4,726         4,726 

自己株式の処分 

（百万円） 
  0   1 2         2 

自己株式の取得 

（百万円） 
      △8 △8         △8 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純

額） 

（百万円） 

          △653 181 △471   △471 

連結会計年度中の変動額 

合計 

（百万円） 

－ 0 3,332 △7 3,325 △653 181 △471 － 2,853 

平成18年12月31日 残高 

（百万円） 
13,056 9,898 34,677 △2,735 54,898 2,234 △557 1,676 － 56,575 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー        

税金等調整前中間（当期）純
利益   4,493 1,458 7,878 

減価償却費   1,290 1,322 2,692 

工場閉鎖損失   － 961 － 

統合費用   － 369 － 

持分法による投資損益 
（△：利益）   84 △51 109 

賞与引当金の増減額 
（△：減少額）   △20 △12 13 

役員賞与引当金の増減額 
（△：減少額）   31 △35 70 

退職給付引当金の増減額 
（△：減少額）   △415 △277 △852 

役員退職慰労引当金の増減額 
(△:減少額)   50 △215 101 

貸倒引当金の増減額 
（△：減少額）   △3 △29 2 

受取利息及び受取配当金   △60 △112 △112 

支払利息   18 21 37 

投資有価証券等売却益   － △1,273 △212 

投資有価証券等評価損   12 37 12 

為替差損益（△:差益）   △5 △5 △29 

固定資産売却益   △2,615 △859 △2,615 

固定資産売却損・除却損   86 248 272 

売上債権の増減額（△：増加
額）   △3,274 △2,893 △430 

たな卸資産の増減額 
（△：増加額）   △1,716 △3,240 178 

仕入債務の増減額（△：減少
額）   △2,255 2,348 △88 

その他債権の増減額 
（△：増加額）   △369 △558 △338 

その他債務の増減額 
（△：減少額）   803 1,911 502 

未払消費税等の増減額 
（△：減少額）   △351 △127 △212 

役員賞与の支払額   △63 － △63 

その他   △0 △49 △67 

小計   △4,280 △1,063 6,848 

利息及び配当金の受取額   59 136 111 

利息の支払額   △18 △21 △36 

法人税等支払額   △1,503 △1,511 △2,358 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー   △5,742 △2,459 4,564 

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー        

定期預金等預入による支出   △8 △1 △12 

定期預金等払戻による収入   18 10 29 

投資有価証券等取得による支
出   △5,001 △93 △5,012 

投資有価証券等売却による収
入   － 915 5,327 

短期貸付金の増減額（増加：
△）   0 △0 △0 

固定資産の取得による支出   △1,848 △1,491 △3,919 

固定資産の売却による収入   2,632 2,482 2,632 

その他   1 0 △0 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー   △4,206 1,822 △956 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー        

配当金の支払額   △887 △808 △1,331 

自己株式取得による支出   △2 △5 △8 

その他   1 － 2 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー   △887 △814 △1,337 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額   4 7 30 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   △10,832 △1,443 2,301 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   28,126 30,427 28,126 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
 （期末）残高 

※ 17,294 28,984 30,427 

         



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  14社 (1）連結子会社の数  13社 (1）連結子会社の数  14社 

 当中間連結財務諸表に含めた

連結子会社は次のとおりです。 

カルピス物流サービス㈱ 

カルピスフーズサービス㈱ 

カルピスビジネスサポート㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(東京) 

東北カルピスビバレッジ㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(西日

本) 

カルピスビバレッジ㈱(阪名) 

沖縄カルピス販売㈱ 

台灣可爾必思股份有限公司 

カルピス伊藤忠ミネラルウォ

ーター㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(本社) 

カルピスＵＳＡ㈱ 

西武商事㈱ 

ＣＡエステート㈱ 

 ＣＡエステート㈱は平成18年

２月22日付で設立し、当中間連

結会計期間より連結の範囲に含

めております。 

 当中間連結財務諸表に含めた

連結子会社は次のとおりです。 

カルピス物流サービス㈱ 

カルピスフーズサービス㈱ 

カルピスビジネスサポート㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(東京) 

カルピスビバレッジ㈱(西日

本) 

カルピスビバレッジ㈱(阪名) 

沖縄カルピス販売㈱ 

台灣可爾必思股份有限公司 

カルピス伊藤忠ミネラルウォ

ーター㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(本社) 

カルピスＵＳＡ㈱ 

カルピスベンディングサービス㈱ 

ＣＡエステート㈱ 

 東北カルピスビバレッジ㈱は

平成19年５月25日付で清算結了

し、連結の範囲より除外してお

ります。 

 西武商事㈱は、平成19年１月

１日付でカルピスベンディング

サービス㈱に社名変更しまし

た。 

 当連結財務諸表に含めた連結

子会社は次のとおりです。 

カルピス物流サービス㈱ 

カルピスフーズサービス㈱ 

カルピスビジネスサポート㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(東京) 

東北カルピスビバレッジ㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(西日

本) 

カルピスビバレッジ㈱(阪名) 

沖縄カルピス販売㈱ 

台灣可爾必思股份有限公司 

カルピス伊藤忠ミネラルウォ

ーター㈱ 

カルピスビバレッジ㈱(本社) 

カルピスＵＳＡ㈱ 

西武商事㈱ 

ＣＡエステート㈱ 

 平成18年２月22日に設立した

ＣＡエステート㈱を、当連結会

計年度より連結の範囲に含めて

おります。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1）関連会社であるカルピス味の

素ダノン㈱、味の素カルピスビ

バレッジインドネシア㈱、タイ

味の素カルピスビバレッジ㈱の

３社について持分法を適用して

おります。 

(1）関連会社である味の素カルピ

スビバレッジインドネシア㈱、

タイ味の素カルピスビバレッジ

㈱の２社について持分法を適用

しております。 

 カルピス味の素ダノン㈱は株式

売却により当期首より持分法の適

用を除外しております。  

(1）関連会社であるカルピス味の

素ダノン㈱、味の素カルピスビ

バレッジインドネシア㈱、タイ

味の素カルピスビバレッジ㈱の

３社について持分法を適用して

おります。 

(2）持分法を適用していない関連

会社はパンピー食品㈱でありま

す。 

(2）持分法を適用していない関連

会社はありません。なお、パン

ピー食品㈱は株式売却に伴い関

連会社から外れました。 

  

(2）持分法を適用していない関連

会社はパンピー食品㈱でありま

す。 

  

(3）持分法を適用していない関連

会社１社は、中間連結純損益お

よび利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法を

適用しておりません。 

(3）  

────── 

(3）持分法を適用していない関連

会社１社は、当期純損益および

利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法を適用

しておりません。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(4）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異な

るタイ味の素カルピスビバレッ

ジ㈱については、中間連結決算

日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を利用しておりま

す。 

(4）     同左 

  

(4）持分法適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なるタイ味

の素カルピスビバレッジ（株）

については、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸

表を利用しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社の中間期の末日と中

間連結決算日は一致しておりま

す。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社の事業年度末日と連

結決算日は一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準および

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準および

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準および

評価方法 

イ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理しており、売却原価は

移動平均法により算出して

おります。） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

イ．有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

しており、売却原価は移動

平均法により算出しており

ます。） 

・時価のないもの 

移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

・時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ロ．たな卸資産 

 主として総平均法による原

価法を採用しております。 

ロ．たな卸資産 

同左 

ロ．たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ．有形固定資産 

 主として定率法を採用して

おります。但し、平成10年４

月１日以降の新規取得の建物

（建物附属設備を除く）は定

額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

イ．有形固定資産 

同左 

イ．有形固定資産 

同左 

建物及び構築物 ３年～50年

機械装置及び運

搬具 
２年～17年

建物及び構築物 ３年～50年 

機械装置及び運

搬具 
４年～15年 

 

ロ．無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

ロ．無形固定資産 

同左 

ロ．無形固定資産 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

イ．貸倒引当金 

同左 

イ．貸倒引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備える

ため、支給対象期間に基づく

賞与支給見込額を計上してお

ります。 

ロ．賞与引当金 

同左 

ロ．賞与引当金 

同左 

ハ．役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額の当中間連結会計期間負

担額を計上しております。 

（会計方針の変更）  

  当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）を適用し

ております。これにより、営

業利益、経常利益および税金

等調整前中間純利益は31百万

円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

ハ．役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額の当中間連結会計期間負

担額を計上しております。 

────── 

ハ．役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与

の支出にあてるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」(企

業会計基準第４号 平成17年

11月29日)を適用しておりま

す。これにより、営業利益、

経常利益および税金等調整前

当期純利益は70百万円減少し

ております。 

 なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しております。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

ニ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（２

年）による定額法により按分

した額を発生時より費用処理

することとしております。 

  数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数（10年）による

定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

ニ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上して

おります。 

 過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（２年）に

よる定額法により按分した額を

発生時より費用処理することと

しております。 

  数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（10年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

 また、執行役員および理事に

ついては、退職金の支給にあて

るため、内規に基づく当中間連

結会計期間末の要支給額を計上

しております。 

ニ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上し

ております。 

  過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（２年）による定額法により

按分した額を発生時より費用

処理することとしておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。 

ホ．役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給にあて

るため、内規に基づく当中間

連結会計期間末の要支給額を

計上しております。 

ホ．役員退職慰労引当金 

同左 

ホ．役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給にあて

るため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(5）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(5）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

イ．消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

イ．消費税等の会計処理方法 

同左 

イ．消費税等の会計処理方法 

同左 

ロ．税額計算等における固定資

産圧縮積立金の取扱い 

 税額および法人税等調整額

は、当連結会計年度において

予定している租税特別措置法

の規定に基づく固定資産圧縮

積立金等の積立および取崩を

前提として、当中間連結会計

期間に係る金額を計算してお

ります。 

ロ．税額計算等における固定資

産圧縮積立金の取扱い 

同左 

────── 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲に含めた

現金及び現金同等物は、手許現金

および要求払預金のほか、容易に

換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日より３ヵ月以内に償還

期限が到来する短期投資からなっ

ております。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲に含めた現金

及び現金同等物は、手許現金およ

び要求払預金のほか、容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

取得日より３ヵ月以内に償還期限

が到来する短期投資からなってお

ります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

  当中間連結会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17年

12月９日）および「貸借対照

表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

  従来の資本の部の合計に相

当する金額は、純資産の部の

合計と同額であります。 

 なお、中間連結財務諸表規

則の改正により、当中間連結

会計期間における中間連結貸

借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しており

ます。 

 ────── 貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

  当連結会計年度より、「貸

借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月

９日）および「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用して

おります。 

 従来の資本の部の合計に相

当する金額は56,575百万円で

あります。 

 なお、連結財務諸表規則の

改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純

資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作

成しております。 

 ────── 減価償却方法の変更 

  法人税法の改正に伴い、当

中間連結会計期間より平成19

年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後

の法人税に基づく減価償却の

方法に変更しております。  

 この変更に伴う営業利益、

経常利益、および税金等調整

前中間純利益に与える影響は

軽微であります。 

 ────── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年12月31日） 

────── ※１．中間連結会計期間末日満期手

形については手形交換日に入

出金の処理をする方法によっ

ております。当中間連結会計

期間末日が金融機関の休日で

あったため、中間連結会計期

間末日満期手形が当中間連結

会計期間末残高に次のとおり

含まれております。 

※１．連結会計年度末日満期手形に

ついては手形交換日に入出金

の処理をする方法によってお

ります。当連結会計年度末日

が金融機関の休日であったた

め、連結会計年度末日満期手

形が当連結会計年度末残高に

次のとおり含まれておりま

す。 

  受取手形  87百万円 受取手形  67百万円 

 ２．保証債務 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

 ２．保証債務 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

 ２．保証債務 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

22百万円 13百万円 17百万円 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(US$755,000) 

87百万円 

(US$865,000) 

107百万円 

(US$755,000) 

90百万円 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．このうちに退職給付費用42百

万円が含まれております。 

※１．このうちに退職給付費用92百

万円が含まれております。 

※１．このうちに退職給付費用87百

万円が含まれております。 

※２．このうちに賞与引当金繰入額

466百万円が含まれておりま

す。 

※２．このうちに賞与引当金繰入額

479百万円が含まれておりま

す。 

※２．このうちに賞与引当金繰入額

460百万円が含まれておりま

す。 

※３．このうちに減価償却費303百万

円が含まれております。 

※３．このうちに減価償却費389百万

円が含まれております。 

※３．このうちに減価償却費618百万

円が含まれております。 

※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳 

土地 2,615百万円 建物及び構築物 398百万円

機械装置及び 

運搬具 
20百万円

器具備品 1百万円

土地 438百万円

土地 2,615百万円

※５．固定資産売却損の内訳 ※５．固定資産売却損の内訳 ※５．固定資産売却損の内訳 

機械装置及び 

運搬具 
0百万円 

機械装置及び 

運搬具 
13百万円

機械装置及び 

運搬具 
1百万円

※６．固定資産除却損の内訳 ※６．固定資産除却損の内訳 ※６．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 12百万円 

機械装置及び 

運搬具 
121百万円 

工具器具備品他 7百万円 

建物及び構築物 155百万円

機械装置及び 

運搬具 
69百万円

工具器具備品他 9百万円

建物及び構築物  51百万円

機械装置及び 

運搬具 
160百万円

工具器具備品他 59百万円

────── ────── ※７．事業撤退損は、以下の事業か

らの撤退に伴い発生したもの

であります。 

    チルド事業  64百万円

オリゴ糖素材事業 26百万円

計 90百万円

────── ※８．工場閉鎖損失は、相模工場生

産機能移転に伴い発生した固

定資産の臨時償却費でありま

す。 

────── 

────── ※９．統合費用は、株式交換による

味の素㈱の完全子会社化に伴

い発生したものであります。 

────── 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．発行済株式の種類および総数

ならびに自己株式の種類およ

び株式数に関する事項 

１．発行済株式の種類および総数

ならびに自己株式の種類およ

び株式数に関する事項 

１．発行済株式の種類および総数

ならびに自己株式の種類およ

び株式数に関する事項 

(注)１．自己株式（普通株式）の増

加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。 

  ２．自己株式（普通株式）の減

少は、単元未満株式の売却に

よるものであります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 平成18年３月30日開催の第59

回定時株主総会において次のと

おり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額       887百万円 

②１株当たりの配当額    12.00円 

③基準日      平成17年12月31日 

④効力発生日     平成18年３月31日 

 
発行済株式
の種類 

自己株式の
種類 

  普通株式 普通株式 

前連結会計年度
末株式数 
（千株） 

 78,750 4,797 

当中間連結会計
期間増加株式数 
（千株） 

－  2 

当中間連結会計
期間減少株式数 
（千株） 

－  1 

当中間連結会計
期間末株式数 
（千株） 

 78,750 4,797 

(注)自己株式（普通株式）の増加

は、単元未満株式の買取による

ものであります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 平成19年３月29日開催の第60回

定時株主総会において次のとおり

決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額        813百万円 

②１株当たりの配当額     11.00円 

③基準日      平成18年12月31日 

④効力発生日     平成19年３月30日 

 
発行済株式
の種類 

自己株式の
種類 

  普通株式 普通株式 

前連結会計年度
末株式数 
（千株） 

 78,750   4,804  

当中間連結会計
期間増加株式数
（千株） 

－  5  

当中間連結会計
期間減少株式数
（千株） 

－  －  

当中間連結会計
期間末株式数 
（千株） 

  78,750       4,809 

(注)１．自己株式（普通株式）の増

加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。 

  ２．自己株式（普通株式）の減

少は、単元未満株式の売却に

よるものであります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 平成18年３月30日開催の第59回

定時株主総会において次のとおり

決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額        887百万円 

②１株当たりの配当額     12.00円 

③基準日      平成17年12月31日 

④効力発生日     平成18年３月31日 

 平成18年７月31日開催の取締役

会において次のとおり決議してお

ります。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額       443百万円 

②１株当たりの配当額     6.00円 

③基準日      平成18年６月30日 

④効力発生日    平成18年９月21日 

 
発行済株式
の種類 

自己株式の
種類 

  普通株式 普通株式 

前連結会計年度
末株式数 
（千株） 

 78,750   4,797  

当連結会計年度
増加株式数 
（千株） 

－  9  

当連結会計年度
減少株式数 
（千株） 

－   2 

当連結会計年度
末株式数 
（千株） 

  78,750       4,804 

 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

（2）基準日が当中間連結会計期間

に属する配当のうち、配当の効

力発生日が当中間連結会計期間

以降となるもの 

 平成18年７月31日開催の取締

役会において次のとおり決議し

ております。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額       443百万円 

②配当の原資       利益剰余金 

③１株当たりの配当額     6.00円 

④基準日       平成18年６月30日 

⑤効力発生日    平成18年９月21日 

（2）基準日が当中間連結会計期間

に属する配当のうち、配当の効

力発生日が当中間連結会計期間

以降となるもの 

 平成19年７月31日開催の取締役

会において次のとおり決議してお

ります。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額      517 百万円 

②配当の原資       利益剰余金 

③１株当たりの配当額      7.00円 

④基準日      平成19年６月30日 

⑤効力発生日    平成19年９月20日 

（2）基準日が当連結会計年度に属

する配当のうち、配当の効力発

生日が翌連結会計年度となるも

の 

 平成19年３月29日開催の第60回

定時株主総会において次のとおり

決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額      813 百万円 

②配当の原資       利益剰余金 

③１株当たりの配当額     11.00円 

④基準日      平成18年12月31日 

⑤効力発生日     平成19年３月30日 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

現金及び預金 12,314

有価証券 9,998

計 22,312

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△18

償還期限が３ヵ月を超

える有価証券 
△5,000

現金及び現金同等物 17,294

現金及び預金 18,992

有価証券 9,993

計 28,986

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△2

現金及び現金同等物 28,984

現金及び預金 20,444

有価証券 9,995

計 30,439

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金 
△11

現金及び現金同等物 30,427



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および中間期末残高相当額 

１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および中間期末残高相当額 

１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

475 193 282 

工具器具備品 8,681 4,530 4,151 

合計 9,157 4,724 4,433 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

546 276 269 

工具器具備品 8,056 4,229 3,827 

合計 8,603 4,505 4,097 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

532 263 268 

工具器具備品 8,452 4,444 4,007 

合計 8,985 4,708 4,276 

２）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,681百万円 

１年超 2,915百万円 

合計 4,596百万円 

１年内 1,570百万円 

１年超 2,677百万円 

合計 4,248百万円 

１年内 1,646百万円 

１年超 2,815百万円 

合計 4,461百万円 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

支払リース料 1,068百万円 

減価償却費相当額 970百万円 

支払利息相当額 99百万円 

支払リース料 994百万円 

減価償却費相当額 900百万円 

支払利息相当額 86百万円 

支払リース料 2,096百万円 

減価償却費相当額 1,864百万円 

支払利息相当額 225百万円 

４）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については級数法によっ

ております。 

５）利息相当額の算定方法 

同左 

５）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 50百万円 

１年超 85百万円 

合計 136百万円 

１年内 65百万円 

１年超 89百万円 

合計 154百万円 

１年内 61百万円 

１年超 90百万円 

合計 152百万円 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 2,643 6,549 3,906 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,643 6,549 3,906 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

①非上場株式 652 

②実績配当型金銭信託 7,000 

③コマーシャルペーパー 2,998 

(2）関連会社株式 1,000 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 2,643 6,465 3,822 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,643 6,465 3,822 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

①非上場株式 511 

②実績配当型金銭信託 3,000 

③コマーシャルペーパー 6,993 

(2）関連会社株式 1,327 



前連結会計年度末（平成18年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 2,641 6,198 3,556 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 2,641 6,198 3,556 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券  

①非上場株式 548 

②実績配当型金銭信託 5,000 

③コマーシャルペーパー 4,995 

(2）関連会社株式 1,142 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 （注）１）事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。 

 
飲料・健康 
機能性食品 
（百万円） 

食品その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 51,670 5,957 57,627 － 57,627 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － (－) － 

計 51,670 5,957 57,627 (－) 57,627 

営業費用 50,227 5,391 55,619 (－) 55,619 

営業利益 1,442 566 2,008 (－) 2,008 

 
飲料・健康 
機能性食品 
（百万円） 

食品その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 49,567 6,470 56,038 － 56,038 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 14 14 (△14) － 

計 49,567 6,485 56,053 (△14) 56,038 

営業費用 49,287 5,986 55,273 (△14) 55,259 

営業利益 280 498 779 － 779 

 
飲料・健康 
機能性食品 
（百万円） 

食品その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 108,264 12,181 120,445 － 120,445 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － (－) － 

計 108,264 12,181 120,445 (－) 120,445 

営業費用 103,908 11,175 115,084 (－) 115,084 

営業利益 4,355 1,005 5,361 (－) 5,361 



２）当中間連結会計期間における各事業区分の主要製品 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年

１月１日 至 平成19年６月30日）および前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年

１月１日 至 平成19年６月30日）および前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

事業区分 主要製品 

飲料・健

康機能性

食品 

コンク飲料 「カルピス」、「カルピス」フルーツ”、“THE VINEGARS（ザ・ビネガーズ）”、 

“飲むりんご酢＆「カルピス」”、“ほっとゆず・かりん” 

「可爾必思（カルピス）」等 

  乳性ストレート

飲料 

「カルピスウォーター」、「カルピスソーダ」、「フルーツカルピス」、 

「味わいフルーツオ・レ」、「カルピスサワー」、 

「CALPIS/BARTIME（バータイム）」、「CALPICO」、 

「可爾必思水語（カルピスウォーター）」、 

「水果可爾必思苺（フルーツカルピス苺）」等 

  その他ストレー

ト飲料 

「evian(エビアン)」、「Welch's(ウェルチ)」、「ほっとレモン」、 

「Blendy／Café La Mode（ブレンディ／カフェ・ラ・モード）」、 

茶類（緑茶、烏龍茶、紅茶 等）、「アミノバイタル」、“Birdy”等 

  健康機能性 

飲料・食品 

「健茶王」、「カルピス酸乳／アミールＳ・120」、 

「インターバランスＬ－92」、「ファインサポート」、 

“「ameal(アミール)bp」カプセル”、“「ameal(アミール)bp」タブレット”、 

「AmealPeptide(アミールペプチド)」等 

食品 

その他 

食品 バター、クリーム 等 

  その他 畜産用生菌剤「カルスポリン」、「ファインラクト」等 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額       740円50銭         772円35銭 765円09銭 

１株当たり中間（当期）純利益金額     34円08銭       14円06銭 63円91銭 

潜在株式調整後      

１株当たり中間（当期）純利益金額  潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額

については、潜在株式

がないため記載してお

りません。 

同左   潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額

については、潜在株式

がないため記載してお

りません。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,520 1,039 4,726 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
2,520 1,039 4,726 

期中平均株式数（千株） 73,952 73,943 73,950 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

────── １．当社と味の素株式会社との株式交

換契約締結について 

 当社は、平成19年６月11日開催の

取締役会において、平成19年10月１

日をもって、味の素株式会社（以下

「味の素㈱」といいます。）を株式

交換完全親会社とし、当社を味の素

㈱の株式交換完全子会社とする株式

交換（以下、「本株式交換」といい

ます。）を行うことを決議し、平成

19年６月11日付で株式交換契約を締

結いたしました。 

 当該株式交換契約は、平成19年８

月29日開催の当社の臨時株主総会

（株式交換承認株主総会）において

承認可決されました。 

 本株式交換による完全子会社化に

伴い、当社株式は取引所の規程によ

り平成19年9月25日に上場廃止とな

りました。 

(1)当該株式交換の目的 

 近年両社の属する食品業界を取り

巻く経営環境は、国内外とも大きく

変化しており、従来にも増して消費

者へ付加価値の高い商品・サービス

を提供することが求められていま

す。 

 こうした環境の下、味の素㈱は、

グループの中長期経営計画「A-

dvance 10」において、健康事業を

成長の柱の一つに掲げています。本

件を通じて、当社が持つ健康イメー

ジのあるブランド、飲料事業基盤お

よび乳酸菌・微生物活用技術を取り

込むことにより、更なる味の素グル

ープの健康事業の拡大を目指してい

きます。 

 一方、当社は、「乳性飲料」と

「健康機能性飲料・食品」のグロー

バルな展開による付加価値型企業の

実現を目標に、企業価値の向上を目

指しています。こうした中、当社

は、味の素㈱との資本関係強化によ

って、味の素㈱の事業基盤をこれま

で以上に活用することが可能とな

り、当社の更なる成長に資すると考

えています。 

────── 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

──────     両社は長年の信頼関係を背景とし

て、今回の株式交換により、長期ビ

ジョン・戦略の共有化を行い経営の

意思決定をスピードアップするとと

もに、効果的に両社の経営資源を戦

略分野に投入していくことが可能に

なります。さらに両社は、アミノ

酸・乳酸菌等微生物活用技術および

その他経営資源を統合・活用してい

くことで健康価値のある製品・サー

ビスの提供を拡大、加速していきま

す。また、広く海外への展開も視野

に入れ、お客様の“食”と“健康”

に貢献する企業グループを目指しま

す。 

(2)当該株式交換の方法  

 平成19年６月11日に締結した株式

交換契約に基づき、本株式交換の効

力発生日である平成19年10月１日を

もって、当社の株主が有する当社の

普通株式を味の素㈱が取得し、当社

の株主（味の素㈱を除く。）は、味

の素㈱の普通株式の割当てを受け、

味の素㈱の株主となります。割当て

に際しては、味の素㈱の保有する自

己株式1,500,000株および本株式交

換に際して味の素㈱が発行する新株

式が交付されます。これにより、当

社は味の素㈱の完全子会社となりま

す。 

(3)当社の普通株式1株に割り当てら

れる味の素㈱の普通株式の数（株式

交換比率）  

 当社の普通株式1株に対して、味

の素㈱の普通株式0.95株を割り当て

ます。ただし、味の素㈱が有する当

社の普通株式19,672,750株について

は、本株式交換による割当てを行い

ません。 

(4)株式交換比率の算定方法  

 当社および味の素㈱は、第三者機

関にそれぞれ株式交換比率の算定を

依頼し、両社の株式について、市場

株価平均法等により株式の価値の評

価を行い、株式交換比率案を算定い

たしました。その株式交換比率案を

参考に両社間で交渉・協議を重ね交

換比率を決定いたしました。 

──────  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

──────  (5)当該株式交換の後の株式交換完

全親会社となる会社の商号、本店の

所在地、代表者の氏名、資本金の

額、および事業の内容 

商号          味の素株式会社 

本店の所在地  東京都中央区京橋

                一丁目15番１号 

代表者の氏名  取締役社長  

                山口 範雄 

資本金の額   79,863百万円 

事業の内容   調味料、加工食 

                品、冷凍食品、油

                脂、コーヒー類、

                飲料、チルド乳製

                品、アミノ酸、甘

        味料、化成品、医

        薬品、医療食品等

        の製造および販売

        ならびにその他の

        事業活動  

 ────── 

  ２．株式交換にかかる普通株式の配当

について 

 平成19年８月29日開催の当社の臨

時株主総会（株式交換承認株主総

会）において、本株式交換にかかる

株式交換契約が承認されることを条

件として、本株式交換効力発生日前

日（平成19年９月30日）の 終の株

主名簿に記載または記録された株主

または登録株式質権者に対し、１株

当たり3.5円の配当を行う旨の議案

が承認可決されました。 

 

  ──────  １．カルピス味の素ダノン株式会社の

株式譲渡について 

 当社は、平成19年１月31日開催の

取締役会において、以下のとおり当

社の持分法適用関連会社であるカル

ピス味の素ダノン株式会社の株式を

全株譲渡することを決議し、譲渡い

たしました。 

(1)譲渡の理由 

 当社は、味の素株式会社および

ＢＳＮグループ(現グループ・ダ

ノン社）とともに、平成４年にカ

ルピス味の素ダノン株式会社を設

立し、乳製品を中心とするチルド

事業の拡大に向けた共同事業を展

開してまいりました。 

 グループ・ダノン社は、アジア

地域の乳製品市場において、積極

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 ──────  ────── 的な投資と強化に向けた成長戦略

を進めており、このたび、グルー

プ・ダノン社の日本市場での成長

戦略に賛同し、３社で協議した結

果、株式を譲渡することにいたり

ました。 

  なお、株式譲渡後も、当社は、

引続きカルピス味の素ダノン株式

会社に対して原材料の調達を協力

し、「エビアン事業」において

は、今後もグループ・ダノン社と

ともに事業継続していきます。 

(2)譲渡先および譲渡株式数 

譲渡先     グループ・ダノン

社 

譲渡株式数  8,400株 

(3)譲渡前後の所有株式数および所有 

 割合 

(4)譲渡の日程 平成19年１月31日 

取締役会決議、売買

契約書締結 

(5)譲渡益   1,010百万円 

 (注) 譲渡先との申し合わせにより譲

渡価額については開示いたしま

せん。 

  (譲渡前)   (譲渡後)

当社所有株式数 8,400株   0株

発行済株式総数 28,000株   28,000株

発行済株式総数

に対する割合 
30.0%   0.0% 

    ２．固定資産の譲渡について 

 当社は、平成19年１月31日開催の

取締役会において、以下のとおり固

定資産の譲渡を決議し、譲渡いたし

ました。 

(1) 譲渡の理由 

  当社は、保有するカルピス味の

素ダノン株式会社の株式を全株グ

ループ・ダノン社に譲渡いたしま

す。これにあわせて、当社は、カ

ルピス味の素ダノン株式会社に貸

与している固定資産をカルピス味

の素ダノン株式会社に譲渡するこ

とにいたしました。 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

──────  ──────  (2) 譲渡資産の内容 

 (3) 譲渡の日程  平成19年１月31日 

取締役会決議、売

買契約書締結 

平成19年２月27日 

土地、建物・設

備 引渡し 

(4) 譲渡益       857百万円 

 (注) 譲渡先との申し合わせにより譲

渡価額については開示いたしま

せん。 

資産の内容および所在地 現況

群馬県館林市大字下早川田町
366番1号 

 

土地 18,320㎡ 
工場
設備

建物・設備 8,863㎡  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

1.現金及び預金   10,023     15,262     16,244    

2.受取手形 ※３ 13     17     13    

3.売掛金   24,069     24,009     21,006    

4.有価証券   9,998     9,993     9,995    

5.たな卸資産   4,859     6,110     2,947    

6.未収入金   1,504     1,542     1,427    

7.短期貸付金   736     342     850    

8.繰延税金資産   1,031     1,142     1,365    

9.その他   295     471     245    

10.貸倒引当金   △250     △68     △132    

流動資産合計     52,282 58.3   58,823 62.3   53,963 59.4 

Ⅱ 固定資産                    

1.有形固定資産 ※１                  

(1)建物   11,955     9,894     11,653    

(2)機械及び装置   6,297     5,703     6,213    

(3)土地   5,683     5,594     5,683    

(4)その他   1,552     1,548     1,593    

合計   25,488     22,741     25,142    

2.無形固定資産   1,194     1,655     1,415    

3.投資その他の資産                    

(1)投資有価証券   9,762     9,966     9,309    

(2)長期貸付金   1,002     2     1,003    

(3)長期前払費用   321     571     389    

(4)その他   611     587     628    

(5)貸倒引当金   △1,000     －     △1,000    

合計   10,697     11,128     10,330    

固定資産合計     37,380 41.7   35,524 37.7   36,888 40.6 

資産合計     89,663 100.0   94,348 100.0   90,852 100.0 

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

1.買掛金   12,794     16,344     13,661    

2.短期借入金   2,440     2,440     2,440    

3.未払金   10,479     11,838     9,528    

4.未払費用   694     787     780    

5.未払法人税等   960     508     1,366    

6.賞与引当金   532     555     600    

7.役員賞与引当金   31     35     70    

8.その他   221     222     165    

流動負債合計     28,154 31.4   32,731 34.7   28,613 31.5 

 



   
前中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債                    

1.退職給付引当金   1,769     1,067     1,345    

2.役員退職慰労引当
金   470     305     521    

3.繰延税金負債   3,041     2,825     2,860    

4.その他固定負債   40     50     50    

固定負債合計     5,323 5.9   4,248 4.5   4,776 5.3 

負債合計     33,477 37.3   36,980 39.2   33,390 36.8 

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

  1.資本金     13,056 14.6   13,056 13.8   13,056 14.4 

  2.資本剰余金                    

 (1）資本準備金   9,897     9,897     9,897    

 (2）その他資本剰余
金 

  0     0     0    

資本剰余金合計     9,898 11.0   9,898 10.5   9,898 10.9 

  3.利益剰余金                    

 (1）利益準備金   1,357     1,357     1,357    

 (2）その他利益剰余
金 

                   

 研究開発積立金   500     500     500    

 海外市場開発積
立金 

  500     500     500    

 固定資産圧縮積
立金 

  2,530     2,302     2,625    

 固定資産圧縮特
別勘定積立金 

  －     971     971    

 別途積立金   26,800     27,200     26,800    

 繰越利益剰余金   1,954     1,931     2,252    

利益剰余金合計     33,642 37.5   34,762 36.9   35,007 38.5 

  4.自己株式     △2,728 △3.0   △2,740 △2.9   △2,735 △3.0 

株主資本合計     53,868 60.1   54,977 58.3   55,227 60.8 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

  その他有価証券評価
差額金 

    2,317 2.6   2,391 2.5   2,234 2.4 

評価・換算差額等合
計 

    2,317 2.6   2,391 2.5   2,234 2.4 

純資産合計     56,186 62.7   57,368 60.8   57,461 63.2 

負債純資産合計     89,663 100.0   94,348 100.0   90,852 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     51,922 100.0   49,881 100.0   107,841 100.0 

Ⅱ 売上原価     27,587 53.1   26,241 52.6   57,039 52.9 

売上総利益     24,335 46.9   23,639 47.4   50,802 47.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費     22,419 43.2   23,120 46.4   46,357 43.0 

営業利益     1,915 3.7   519 1.0   4,444 4.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１   366 0.7   457 0.9   468 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２   33 0.1   115 0.2   39 0.0 

経常利益     2,248 4.3   860 1.7   4,873 4.5 

Ⅵ 特別利益 ※３   2,613 5.0   1,800 3.6   2,943 2.7 

Ⅶ 特別損失 ※４   1,950 3.7   1,615 3.2   2,171 2.0 

税引前中間（当
期）純利益     2,911 5.6   1,045 2.1   5,645 5.2 

法人税、住民税及
び事業税   848     396     2,023    

法人税等調整額   1,044 1,892 3.6 80 476 1.0 795 2,818 2.6 

中間（当期）純利
益     1,018 2.0   568 1.1   2,827 2.6 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 
評価・
換算 

差額等  

純資産
合計  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主資
本合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益準
備金 

その他利益剰余金 

研究開
発積立
金 

海外市
場開発
積立金

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別積
立金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成17年12月31日 

残高 

（百万円） 

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,413 226 25,600 2,976 △2,727 53,800 2,887 56,688 

中間会計期間中の 

変動額 
                           

剰余金の配当 

（百万円） 
                  △887   △887   △887 

固定資産圧縮積立

金の積立 

（百万円） 

            193     △193         

別途積立金の積立 

（百万円） 
                1,200 △1,200         

固定資産圧縮積立

金の取崩 

（百万円） 

            △76     76         

固定資産圧縮特別

勘定積立金の取崩 

（百万円） 

              △226   226         

中間純利益 

（百万円） 
                  1,018   1,018   1,018 

自己株式の処分 

（百万円） 
    0               0 1   1 

自己株式の取得 

（百万円） 
                    △2 △2   △2 

役員賞与の支給 

（百万円） 
                  △63   △63   △63 

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額(純額) 

（百万円） 

                        △570 △570 

中間会計期間中の 

変動額合計 

（百万円） 

－ － 0 － － － 117 △226 1,200 △1,022 △1 67 △570 △502 

平成18年６月30日  

残高 

（百万円） 

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,530 － 26,800 1,954 △2,728 53,868 2,317 56,186 



当中間会計期間（自平成19年１月１日 至平成19年６月30日） 

 

株主資本 
評価・
換算 

差額等  

純資産
合計  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主資
本合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益準
備金 

その他利益剰余金 

研究開
発積立
金 

海外市
場開発
積立金

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別積
立金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年12月31日 

残高 

（百万円） 

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,625 971 26,800 2,252 △2,735 55,227 2,234 57,461 

中間会計期間中の 

変動額 
                           

剰余金の配当 

（百万円） 
                  △813   △813   △813 

別途積立金の積立 

（百万円） 
                400 △400         

固定資産圧縮積立

金の取崩 

（百万円） 

            △322     322         

中間純利益 

（百万円） 
                  568   568   568 

自己株式の取得 

（百万円） 
                    △5 △5   △5 

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額(純額) 

（百万円） 

                        157 157 

中間会計期間中の 

変動額合計 

（百万円） 

            △322   400 △321 △5 △250 157 △93 

平成19年６月30日  

残高 

（百万円） 

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,302 971 27,200 1,931 △2,740 54,977 2,391 57,368 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

 

株主資本 
評価・
換算 

差額等  

純資産
合計  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己 
株式 

株主資
本合計 

その他
有価証
券評価
差額金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

利益準
備金 

その他利益剰余金 

研究開
発積立
金 

海外市
場開発
積立金

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別積
立金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成17年12月31日 

残高 

（百万円） 

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,413 226 25,600 2,976 △2,727 53,800 2,887 56,688 

事業年度中の 

変動額 
                           

剰余金の配当 

（百万円） 
                  △887   △887   △887 

剰余金の配当 

（中間配当） 

（百万円） 

                  △443   △443   △443 

役員賞与の支給 

（百万円） 
                  △63   △63   △63 

固定資産圧縮積立

金の積立 

（百万円） 

            425     △425         

固定資産圧縮特別

勘定積立金の積立 

（百万円） 

              971   △971         

別途積立金の積立 

（百万円） 
                1,200 △1,200         

固定資産圧縮積立

金の取崩 

（百万円） 

            △214     214         

固定資産圧縮特別

勘定積立金の取崩 

（百万円） 

              △226   226         

当期純利益 

（百万円） 
                  2,827   2,827   2,827 

自己株式の処分 

（百万円） 
    0               1 2   2 

自己株式の取得 

（百万円） 
                    △8 △8   △8 

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額(純額) 

（百万円） 

                        △653 △653 

事業年度中の 

変動額合計 

（百万円） 

－ － 0 － － － 211 745 1,200 △723 △7 1,426 △653 773 

平成18年12月31日  

残高 

（百万円） 

13,056 9,897 0 1,357 500 500 2,625 971 26,800 2,252 △2,735 55,227 2,234 57,461 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法 １．資産の評価基準および評価方法 

(1）有価証券 

イ．子会社株式および関連会社

株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

イ．子会社株式および関連会社

株式 

同左 

(1）有価証券 

イ．子会社株式および関連会社

株式 

同左 

ロ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理しており、売却原価は

移動平均法により算出して

おります。） 

ロ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

ロ．その他有価証券 

・時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

しており、売却原価は移動

平均法により算出しており

ます。） 

・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

・時価のないもの 

同左 

(2）たな卸資産 

 総平均法による原価法を採用

しております。 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

但し、平成10年４月１日以降の

新規取得の建物（建物附属設備

を除く）は定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      ３年～50年 

機械装置    ２年～17年 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

建物          ３年～50年 

機械装置    ４年～15年 

(1）有形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

(2）賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるた

め、支給対象期間に基づく賞与

支給見込額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額の当中間会計期間負担額

を計上しております。 

（会計方針の変更）  

  当中間会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第4号 平成17

年11月29日）を適用しており

ます。これにより、営業利

益、経常利益および税引前中

間純利益は31百万円減少して

おります。 

(3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額の当中間会計期間負担額

を計上しております。 

(3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与

の支出にあてるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常

利益および税引前当期純利益

は70百万円減少しておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

  過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（２年）

による定額法により按分した額

を発生時より費用処理すること

としております。 

  数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定年

数（10年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

  過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（２年）

による定額法により按分した額

を発生時より費用処理すること

としております。 

  数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定年

数（10年）による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

 また、執行役員および理事につ

いては、退職金の支給にあてるた

め、内規に基づく当中間会計期間

末の要支給額を計上しておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（２年）

による定額法により按分した額

を発生時より費用処理すること

としております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給にあてる

ため、内規に基づく当中間会計

期間末の要支給額を計上してお

ります。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支給にあてる

ため、内規に基づく当事業年度

末の要支給額を計上しておりま

す。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

４．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりま

す。 

４．リース取引の処理方法 

同左 

４．リース取引の処理方法 

同左 

５.その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

５.その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

５.その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理方法 

同左 

(1）消費税等の会計処理方法 

同左 

(2）税額計算等における固定資産 (2）税額計算等における固定資産  

圧縮積立金の取扱い 圧縮積立金の取扱い  

 税額および法人税等調整額

は、当事業年度において予定し

ている租税特別措置法の規定に

基づく固定資産圧縮積立金等の

積立および取崩を前提として、

当中間会計期間に係る金額を計

算しております。 

同左 ────── 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準 

  当中間会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月9日）およ

び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当

する金額は、純資産の部の合計

と同額であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の

改正により、当中間会計期間に

おける中間貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成して

おります。 

  

────── 

 貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準 

   当事業年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月９日）および

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当

する金額は57,461百万円であり

ます。 

 なお、財務諸表等規則の改正

により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部について

は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 

────── 減価償却方法の変更 

  法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より平成19年４

月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法

人税に基づく減価償却の方法

に変更しております。  

 この変更に伴う営業利益、

経常利益、および税引前中間

純利益に与える影響は軽微で

あります。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 
前中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年６月30日） 
前事業年度末 

（平成18年12月31日） 

※１．有形固定資産      

減価償却累計額 42,031百万円 41,841百万円 41,149百万円 

 ２．保証債務 (1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

(1）従業員の金融機関からの借入

金に対して保証を行っており

ます。 

  22百万円 13百万円 17百万円 

  (2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

(2）味の素カルピスビバレッジイ

ンドネシア（株）の金融機関

からの借入金に対して保証を

行っております。 

 

(US$755,000)

87百万円 

(US$865,000)

107百万円 

(US$755,000)

90百万円 

※３．期末日満期手形処理 ───── 中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって入出金の

処理をする方法によっておりま

す。したがって、当中間期末日は

金融機関休日のため、次のとおり

中間期末日満期手形が期末残高に

含まれております。 

期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって入出金の処理を

する方法によっております。した

がって、当期末日は金融機関休日

のため、次のとおり期末日満期手

形が期末残高に含まれておりま

す。 

    受取手形  5百万円 受取手形  5百万円 

 ４．消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等

は相殺のうえ、未収入金に含めて

表示しております。 

仮払消費税等および仮受消費税等

は相殺のうえ、未払金に含めて表

示しております。 

───── 



（中間損益計算書関係） 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

※１．営業外収益の主要項目            

受取利息 21 百万円 52 百万円 64 百万円 

為替差益 －   10   9  

受取配当金 270   323   299  

※２．営業外費用の主要項目            

支払利息 16 百万円 20 百万円 35 百万円 

為替差損 15   －   －  

たな卸資産廃棄損 －   92   －  

※３．特別利益の主要項目            

固定資産売却益 2,601 百万円 840 百万円 2,601 百万円 

投資有価証券売却益 －   －   212  

関係会社株式売却益 －   888   －  

貸倒引当金戻入益 12   71   130  

※４．特別損失の主要項目            

固定資産除却損 141 百万円 234 百万円 270 百万円 

固定資産売却損 －   13   1  

投資有価証券評価損 12   37   12  

関係会社株式評価損 1,796   －   1,796  

事業撤退損 －   －   90  

工場閉鎖損失 －   961   －  

統合費用 －   369   －  

 ５．減価償却実施額            

有形固定資産 1,205 百万円 1,117 百万円 2,510 百万円 

無形固定資産 74   191   158  



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

自己株式の種類および株式数に関

する事項 

自己株式の種類および株式数に関

する事項 

自己株式の種類および株式数に関

する事項 

(注)１．自己株式（普通株式）の増

加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。 

  ２．自己株式（普通株式）の減

少は、単元未満株式の売却に

よるものであります。 

自己株式の種類 普通株式 

前事業年度末株式数 
（千株） 

4,797 

当中間会計期間 
増加株式数 
（千株） 

2 

当中間会計期間 
減少株式数 
（千株） 

1 

当中間会計期間末株式数 
（千株） 

4,797 

(注)自己株式（普通株式）の増加

は、単元未満株式の買取による

ものであります。 

自己株式の種類 普通株式 

前事業年度末株式数 
（千株） 

4,804 

当中間会計期間 
増加株式数 
（千株） 

5 

当中間会計期間 
減少株式数 
（千株） 

－ 

当中間会計期間末株式数
（千株） 

4,809 (注)１．自己株式（普通株式）の増

加は、単元未満株式の買取に

よるものであります。 

  ２．自己株式（普通株式）の減

少は、単元未満株式の売却に

よるものであります。 

自己株式の種類 普通株式 

前事業年度末株式数 
（千株） 

4,797 

当事業年度増加株式数 
（千株） 

9 

当事業年度減少株式数 
（千株） 

2 

当事業年度末株式数 
（千株） 

4,804 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日）、当中間会計期間（自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日）および前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）のいずれにおいても

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および中間期末残高相当額 

１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および中間期末残高相当額 

１）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

車両運搬具 12 9 3 

工具器具備品 497 227 270 

合計 510 237 273 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車両運搬具 11 4 7 

工具器具備品 397 217 179 

合計 408 221 187 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

車両運搬具 4 2 1 

工具器具備品 514 275 238 

合計 519 278 240 

２）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

２）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 120百万円 

１年超 168百万円 

合計 288百万円 

１年内 98百万円 

１年超 102百万円 

合計 200百万円 

１年内 118百万円 

１年超 137百万円 

合計 256百万円 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

３）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額および減損損失 

支払リース料 66百万円 

減価償却費相当額 63百万円 

支払利息相当額 3百万円 

支払リース料 65百万円 

減価償却費相当額 60百万円 

支払利息相当額 2百万円 

支払リース料 131百万円 

減価償却費相当額 125百万円 

支払利息相当額 6百万円 

４）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については級数法によっ

ております。 

５）利息相当額の算定方法 

同左 

５）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

────── １．当社と味の素株式会社との株式交

換契約締結について 

 当社は、平成19年６月11日開催の

取締役会において、平成19年10月１

日をもって、味の素株式会社（以下

「味の素㈱」といいます。）を株式

交換完全親会社とし、当社を味の素

㈱の株式交換完全子会社とする株式

交換（以下、「本株式交換」といい

ます。）を行うことを決議し、平成

19年６月11日付で株式交換契約を締

結いたしました。 

 当該株式交換契約は、平成19年８

月29日開催の当社の臨時株主総会

（株式交換承認株主総会）において

承認可決されました。 

 本株式交換による完全子会社化に

伴い、当社株式は取引所の規程によ

り平成19年9月25日に上場廃止とな

りました。 

(1)当該株式交換の目的 

 近年両社の属する食品業界を取り

巻く経営環境は、国内外とも大きく

変化しており、従来にも増して消費

者へ付加価値の高い商品・サービス

を提供することが求められていま

す。 

 こうした環境の下、味の素㈱は、

グループの中長期経営計画「A-

dvance 10」において、健康事業を

成長の柱の一つに掲げています。本

件を通じて、当社が持つ健康イメー

ジのあるブランド、飲料事業基盤お

よび乳酸菌・微生物活用技術を取り

込むことにより、更なる味の素グル

ープの健康事業の拡大を目指してい

きます。 

 一方、当社は、「乳性飲料」と

「健康機能性飲料・食品」のグロー

バルな展開による付加価値型企業の

実現を目標に、企業価値の向上を目

指しています。こうした中、当社

は、味の素㈱との資本関係強化によ

って、味の素㈱の事業基盤をこれま

で以上に活用することが可能とな

り、当社の更なる成長に資すると考

えています。 

────── 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

──────    両社は長年の信頼関係を背景とし

て、今回の株式交換により、長期ビ

ジョン・戦略の共有化を行い経営の

意思決定をスピードアップするとと

もに、効果的に両社の経営資源を戦

略分野に投入していくことが可能に

なります。さらに両社は、アミノ

酸・乳酸菌等微生物活用技術および

その他経営資源を統合・活用してい

くことで健康価値のある製品・サー

ビスの提供を拡大、加速していきま

す。また、広く海外への展開も視野

に入れ、お客様の“食”と“健康”

に貢献する企業グループを目指しま

す。 

(2)当該株式交換の方法  

 平成19年６月11日に締結した株式

交換契約に基づき、本株式交換の効

力発生日である平成19年10月１日を

もって、当社の株主が有する当社の

普通株式を味の素㈱が取得し、当社

の株主（味の素㈱を除く。）は、味

の素㈱の普通株式の割当てを受け、

味の素㈱の株主となります。割当て

に際しては、味の素㈱の保有する自

己株式1,500,000株および本株式交

換に際して味の素㈱が発行する新株

式が交付されます。これにより、当

社は味の素㈱の完全子会社となりま

す。 

(3)当社の普通株式1株に割り当てら

れる味の素㈱の普通株式の数（株式

交換比率）  

 当社の普通株式1株に対して、味

の素㈱の普通株式0.95株を割り当て

ます。ただし、味の素㈱が有する当

社の普通株式19,672,750株について

は、本株式交換による割当てを行い

ません。 

(4)株式交換比率の算定方法 

 当社および味の素㈱は、第三者機

関にそれぞれ株式交換比率の算定を

依頼し、両社の株式について、市場

株価平均法等により株式の価値の評

価を行い、株式交換比率案を算定い

たしました。その株式交換比率案を

参考に両社間で交渉・協議を重ね交

換比率を決定いたしました。 

──────  

 



前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

──────  (5)当該株式交換の後の株式交換完

全親会社となる会社の商号、本店の

所在地、代表者の氏名、資本金の

額、および事業の内容 

商号          味の素株式会社 

本店の所在地  東京都中央区京橋

                一丁目15番１号 

代表者の氏名  取締役社長  

                山口 範雄 

資本金の額   79,863百万円 

事業の内容   調味料、加工食 

                品、冷凍食品、油

                脂、コーヒー類、

                飲料、チルド乳製

                品、アミノ酸、甘

        味料、化成品、医

        薬品、医療食品等

        の製造および販売

        ならびにその他の

        事業活動  

 ────── 

  ２．株式交換にかかる普通株式の配当

について 

 平成19年８月29日開催の当社の臨

時株主総会（株式交換承認株主総

会）において、本株式交換にかかる

株式交換契約が承認されることを条

件として、本株式交換効力発生日前

日（平成19年９月30日）の 終の株

主名簿に記載または記録された株主

または登録株式質権者に対し、１株

当たり3.5円の配当を行う旨の議案

が承認可決されました。 

 

  ──────  １．カルピス味の素ダノン株式会社の

株式譲渡について 

 当社は、平成19年１月31日開催の

取締役会において、以下のとおり当

社の関係会社であるカルピス味の素

ダノン株式会社の株式を全株譲渡す

ることを決議し、譲渡いたしまし

た。 

(1)譲渡の理由 

 当社は、味の素株式会社および

ＢＳＮグループ(現グループ・ダ

ノン社）とともに、平成４年にカ

ルピス味の素ダノン株式会社を設

立し、乳製品を中心とするチルド

事業の拡大に向けた共同事業を展

開してまいりました。 

 グループ・ダノン社は、アジア

地域の乳製品市場において、積極

 



前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

 ──────  ────── 的な投資と強化に向けた成長戦略

を進めており、このたび、グルー

プ・ダノン社の日本市場での成長

戦略に賛同し、３社で協議した結

果、株式を譲渡することにいたり

ました。 

  なお、株式譲渡後も、当社は、

引続きカルピス味の素ダノン株式

会社に対して原材料の調達を協力

し、「エビアン事業」において

は、今後もグループ・ダノン社と

ともに事業継続していきます。 

(2)譲渡先および譲渡株式数 

譲渡先     グループ・ダノン

社 

譲渡株式数  8,400株 

(3)譲渡前後の所有株式数および所有 

 割合 

(4)譲渡の日程   平成19年１月31日 

取締役会決議、売

買契約書締結 

(5)譲渡益     625百万円 

 (注) 譲渡先との申し合わせにより譲

渡価額については開示いたしま

せん。 

  (譲渡前)   (譲渡後)

当社所有株式数 8,400株   0株

発行済株式総数 28,000株   28,000株

発行済株式総数

に対する割合 
30.0%   0.0% 

    ２．固定資産の譲渡について 

 当社は、平成19年１月31日開催の

取締役会において、以下のとおり固

定資産の譲渡を決議し、譲渡いたし

ました。 

(1)譲渡の理由 

  当社は、保有するカルピス味の

素ダノン株式会社の株式を全株グ

ループ・ダノン社に譲渡いたしま

す。これにあわせて、当社は、カ

ルピス味の素ダノン株式会社に貸

与している固定資産をカルピス味

の素ダノン株式会社に譲渡するこ

とにいたしました。 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

──────  ──────  (2)譲渡資産の内容 

 (3)譲渡の日程    平成19年１月31日 

取締役会決議、売

買契約書締結 

平成19年２月27日 

土地、建物・設

備 引渡し 

(4)譲渡益        844百万円 

 (注) 譲渡先との申し合わせにより譲

渡価額については開示いたしま

せん。 

資産の内容および所在地 現況

群馬県館林市大字下早川田町
366番1号 

 

土地 18,320㎡ 
工場
設備

建物・設備 8,863㎡  



(2）【その他】 

 平成19年７月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）中間配当による配当金の総額……………………………517百万円 

（ロ）１株当たりの金額…………………………………………７円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日および支払開始日………………平成19年９月20日 

（注）平成19年６月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払を行いま

      す。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1）有価証券報告書およびその添付書類 

事業年度（第60期）（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）平成19年３月29日関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書 

  平成19年４月26日関東財務局長に提出 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号（財政状態および経営成績に著しい影響を与 

  える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。 

  平成19年６月11日関東財務局長に提出 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（提出会社が完全子会社となる株式交換に係る契約の

  締結）の規定に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２７日

カ ル ピ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカルピス株式会社の平成

１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立

の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、カ

ルピス株式会社及び連結子会社の平成１８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年

１月１日から平成１８年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 
  
追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．(3)ハ．に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」を適用して中間連結財務諸表を作成している。 
  

会社と私ども両監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  
 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 木 下 隆 史 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 佐 野 康 一 

      

至 誠 監 査 法 人 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 立 田 三 彦 

      

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 関     功 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年９月27日 

カルピス株式会社  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 中島 康晴   

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 武内 清信   

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカルピ

ス株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年１月１日から平

成19年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、カルピス株式会社及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、味の素株式会社との株式交換契約が平成19年８月29日開催の会社の臨時株主

総会において承認可決された。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２７日

カ ル ピ ス 株 式 会 社 

取 締 役 会 御 中 

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカルピス株式会社の平成

１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、カルピス株

式会社の平成１８年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３

０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３．(3)に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より「役員賞与に関する

会計基準」を適用して中間財務諸表を作成している。 
  

会社と私ども両監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上 
  
 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 木 下 隆 史 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 佐 野 康 一 

      

至 誠 監 査 法 人 

  

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 立 田 三 彦 

      

  
代 表 社 員
業務執行社員 

公認会計士 関     功 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年９月27日 

カルピス株式会社  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 中島 康晴   

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
  公認会計士 武内 清信   

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているカルピ

ス株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（平成19年１月１日から平成

19年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、カルピス株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年１月１日か

ら平成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、味の素株式会社との株式交換契約が平成19年８月29日開催の会社の臨時株主

総会において承認可決された。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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